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平成24年度 義務教育費国庫負担金予算案

加配定数 3,800人の増の内訳

１．小学校２年生の３５人以下学級への対応 900人
小学校２年生について36人以上学級（約2,200学級。小２全体の６％に相当）を解消するた

めに900学級増が必要であり、それに対応した加配定数増を措置。

※今後の少人数学級の推進等については、下記の両省合意を参照

２．学習支援が真に必要な児童生徒への支援やきめ細やかで質の高い指導
の充実のための加配定数増 1,900人
中学校における学習支援、特別支援教育や小学校における専科指導の

充実など様々な児童生徒の実態に対応するための加配定数増を措置。

《上記１．２については、日本再生重点化措置》

３．東日本大震災にかかる教育復興支援加配定数措置 1,000人
被災した児童生徒のための学習支援《復興特別会計で措置》

平成23年12月24日

財 務 省
文部科学省

義務教育費国庫負担金については、以下の基本的な考え方
に沿って扱うこととする。

今後の少人数学級の推進や個別の課題に対応するための
教職員定数について、効果検証を行いつつ、学校教育の状況
や国・地方の財政状況等を勘案し、教育の質の向上につなが
る教職員配置の適正化を計画的に行うことその他の方策を
引き続き検討し、その結果に基づいて必要な措置を講じる。



18' 19' 20' 21' 22' 23' 24'(予算案)

0人 0人 1,000人 800人 4,200人 2,300人 3,800人
・主幹教諭
・特別支援教育
・食育

・主幹教諭
・特別支援教育
・教員の事務負
担軽減等

・理数教科の少
人数指導
・特別支援教育
・外国人児童生
徒等への日本
語指導等

・小１のみ学級
編制の標準を
35人

・小２の36人以上
学級解消
・様々 な児童生
徒の実態に対応
できる加配定数
措置
・東日本大震災
にかかる教育復
興支援

小１：35人
小2～中3：40人

学級編制
の標準

改善増
の内容

改善増

(参考１) 公立義務教育諸学校教職員定数の改善状況

区分

40人

(参考２) 教職員定数の改善について（基礎定数と加配定数のイメージ）

▲2,000人

（   1,700人）
（＋2,300人）

５．９万人
【加配定数】

▲1,700人

《23年度予算》

６４．５万人
【基礎定数】

※児童生徒数
見合い

５．９万人
【加配定数】

(＋1,900人)

(＋1,000人)〈復興〉

《24年度予算案》

（＋900人）

〔児童生徒の減少に伴う自然減〕

６４．０万人
【基礎定数】

※児童生徒数
見合い

▲4,900人

（900人）
4,100人のうち

35 人 以 下 学 級
制 度 化 に 必 要 な
基 礎 定 数

23 年 度 ( 小 １ )
24 年 度 ( 小 ２ )

加 配 定 数 か ら
基 礎 定 数 に 振 替

現に36 人以上で ある 学級を
解消するための加配による対応

６．３万人
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